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○

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

金
融
商
品
取
引
業
者
等

第
二
章

金
融
商
品
取
引
業
者
等

第
一
節
～
第
五
節

（
略
）

第
一
節
～
第
五
節

（
略
）

第
六
節

適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
関
す
る
特
例
（
第
二
百
三
十
三

第
六
節

適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
関
す
る
特
例
（
第
二
百
三
十
四

条
の
二
―
第
二
百
四
十
六
条
）

条
―
第
二
百
四
十
六
条
）

第
七
節

（
略
）

第
七
節

（
略
）

第
三
章
～
第
五
章

（
略
）

第
三
章
～
第
五
章

（
略
）

附
則

附
則

（
特
定
投
資
家
に
準
ず
る
者
）

（
特
定
投
資
家
に
準
ず
る
者
）

第
十
六
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
六
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
保
有
す
る

一

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
保
有
す
る

資
産
（
第
六
十
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

資
産
（
第
六
十
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ

る
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の

る
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の

た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
八
号
及
び

律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
八
号
に
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第
二
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生
年

お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条

金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
存
続
厚
生

第
十
一
号
に
規
定
す
る
存
続
厚
生
年
金
基
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
平

年
金
基
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法

成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有

替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生

す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に

年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和

よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以

二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第

下
こ
の
号
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
八
号
及
び
第
二
百
三
十
三
条
の

二
十
八
号
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十

二
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第

六
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
体

百
三
十
六
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の
管
理
及
び
運

制
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
条

用
の
体
制
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
前
厚

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改

生
年
金
保
険
法
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る

正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ

も
の
に
限
る
。
）
及
び
企
業
年
金
基
金

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
企
業
年
金
基
金

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
六
節

適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
関
す
る
特
例

第
六
節

適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
関
す
る
特
例

（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
の
相
手
方
）

第
二
百
三
十
三
条
の
二

令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣

（
新
設
）

府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
業
者
（
令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
者
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
役
員

二

当
該
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
業
者
の
使
用
人
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三

当
該
フ
ァ
ン
ド
資
産
運
用
業
者
の
親
会
社
等
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第
三

項
に
規
定
す
る
親
会
社
等
を
い
う
。
）

２

令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

は
、
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
、
企
業
年

金
基
金
に
つ
い
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

一

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
そ
の
保
有
す
る

資
産
（
第
六
十
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
次
項

及
び
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
百
億
円
以
上
で
あ
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
て
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
前
厚
生
年

金
保
険
法
第
百
三
十
六
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の

管
理
及
び
運
用
の
体
制
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
、
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等

改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
る
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
個
人
で
あ
る
こ
と
。

イ

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
当
該
個
人
が

保
有
す
る
資
産
の
合
計
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

ロ

当
該
個
人
が
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
有
価
証
券
の
取
引
又
は
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
た
め
の
口
座
を
開
設
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
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経
過
し
て
い
る
こ
と
。

二

業
務
執
行
組
合
員
等
（
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委

任
さ
れ
た
組
合
員
、
匿
名
組
合
契
約
を
締
結
し
た
営
業
者
若
し
く
は
有
限
責

任
事
業
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与

し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
自
ら
執
行
す
る
組
合
員
又
は
外
国
の
法
令
に
基
づ

く
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ

て
、
取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
当
該
組
合
契

約
、
匿
名
組
合
契
約
若
し
く
は
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
又
は
外
国
の
法
令

に
基
づ
く
こ
れ
ら
に
類
す
る
契
約
に
係
る
出
資
対
象
事
業
に
よ
り
業
務
執
行

組
合
員
等
と
し
て
当
該
個
人
が
保
有
す
る
資
産
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で

あ
る
と
見
込
ま
れ
る
個
人
で
あ
る
こ
と
（
業
務
執
行
組
合
員
等
と
し
て
取
引

を
行
う
場
合
に
限
り
、
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

４

令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
（
存
続
厚
生
年
金
基
金

及
び
企
業
年
金
基
金
を
除
き
、
ロ
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
業
務
執

行
組
合
員
等
（
組
合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た

組
合
員
、
匿
名
組
合
契
約
を
締
結
し
た
営
業
者
又
は
有
限
責
任
事
業
組
合
契

約
を
締
結
し
て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与
し
、
か
つ
、
当

該
業
務
を
自
ら
執
行
す
る
組
合
員
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て

取
引
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

イ

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
当
該
法
人
が

保
有
す
る
資
産
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
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ロ

当
該
法
人
が
業
務
執
行
組
合
員
等
で
あ
っ
て
、
取
引
の
状
況
そ
の
他
の

事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
当
該
組
合
契
約
、
匿
名
組
合
契
約
又
は

有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
係
る
出
資
対
象
事
業
に
よ
り
業
務
執
行
組
合

員
等
と
し
て
当
該
法
人
が
保
有
す
る
資
産
の
合
計
額
が
三
億
円
以
上
で
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

二

次
に
掲
げ
る
も
の
の
子
会
社
等
（
令
第
十
五
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す

る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
又
は
関
連
会
社
等
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
関

連
会
社
等
を
い
う
。
）

イ

金
融
商
品
取
引
業
者
等
で
あ
る
法
人

ロ

金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
券
の
発
行
者

ハ

資
本
金
の
額
が
五
千
万
円
を
超
え
る
株
式
会
社
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
）

三

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
一
の
日
に
お
い

て
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
金
額
に
対
す
る
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

の
割
合
が
百
分
の
七
十
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
会
社
で
あ
っ
て
代
表
者

（
令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
に
限
る

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
た
め
に
そ
の
資
産
を
保
有
又
は
運
用

す
る
も
の

イ

当
該
一
の
日
に
お
け
る
当
該
会
社
の
資
産
の
帳
簿
価
額
の
総
額

ロ

当
該
一
の
日
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
資
産
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
資

産
」
と
い
う
。
）
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額

有
価
証
券
で
あ
っ
て
、
当
該
会
社
の
特
別
子
会
社
の
株
式
又
は
持
分

以
外
の
も
の
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当
該
会
社
が
現
に
自
ら
使
用
し
て
い
な
い
不
動
産
（
不
動
産
の
一
部

分
に
つ
き
現
に
自
ら
使
用
し
て
い
な
い
場
合
は
、
当
該
一
部
分
に
限
る

。
）ゴ

ル
フ
場
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
に
関
す
る
権
利
（
当
該
会
社
の
事

業
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
で
あ
る
動
産

、
貴
金
属
及
び
宝
石
（
当
該
会
社
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

現
金
、
預
貯
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産

ハ

当
該
一
の
日
以
前
の
五
年
間
に
お
い
て
、
当
該
会
社
の
代
表
者
及
び
当

該
代
表
者
に
係
る
同
族
関
係
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
剰
余
金
の
配
当
等

（
株
式
又
は
持
分
に
係
る
剰
余
金
の
配
当
又
は
利
益
の
配
当
を
い
う
。
）

及
び
給
与
（
債
務
の
免
除
に
よ
る
利
益
そ
の
他
の
経
済
的
な
利
益
を
含
む

。
）
の
う
ち
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
三
十
四
条

及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
会
社
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金

額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
の
金
額

四

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
一
の
事
業
年
度

に
お
け
る
総
収
入
金
額
に
占
め
る
特
定
資
産
の
運
用
収
入
の
合
計
額
の
割
合

が
百
分
の
七
十
五
以
上
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
会
社
で
あ
っ
て
令
第
十
七
条

の
十
二
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
者
の
た
め
に
そ
の
資
産
を
保
有
又
は
運
用

す
る
も
の

五

法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
権
利
の
発
行
者
（
当
該
権
利
を
有

す
る
者
が
適
格
機
関
投
資
家
、
令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
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十
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）

５

前
項
第
三
号
ロ

の
「
特
別
子
会
社
」
と
は
、
会
社
並
び
に
そ
の
代
表
者
及

び
当
該
代
表
者
に
係
る
同
族
関
係
者
が
他
の
会
社
（
外
国
会
社
を
含
む
。
）
の

総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
他
の
会
社
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も

の
を
い
う
。

一

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
資
産
の
帳
簿
価

額
の
総
額
に
対
す
る
有
価
証
券
（
当
該
特
別
子
会
社
の
株
式
又
は
持
分
を
除

く
。
）
及
び
前
項
第
三
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
資
産
（
次
号
に
お
い

て
「
特
別
特
定
資
産
」
と
い
う
。
）
の
帳
簿
価
額
の
合
計
額
の
割
合
が
百
分

の
七
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

取
引
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
、
当
該
一
の
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
総
収
入
金
額
に
占
め
る
特

別
特
定
資
産
の
運
用
収
入
の
合
計
額
の
割
合
が
百
分
の
七
十
五
以
上
で
あ
る

こ
と
。

６

第
四
項
第
三
号
ハ
及
び
前
項
の
「
同
族
関
係
者
」
と
は
、
当
該
会
社
の
代
表

者
（
代
表
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
関
係

者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

当
該
代
表
者
の
親
族

二

当
該
代
表
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
る
者

三

当
該
代
表
者
の
使
用
人

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
当
該
代
表
者
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
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の
資
産
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
も
の

五

前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
生
計
を
一
に
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
親
族

六

次
に
掲
げ
る
会
社

イ

代
表
者
等
（
当
該
代
表
者
及
び
当
該
代
表
者
に
係
る
前
各
号
に
掲
げ
る

者
を
い
う
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
会
社
の
総
株
主
等
の
議
決

権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
会
社

ロ

代
表
者
等
及
び
こ
れ
と
イ
の
関
係
が
あ
る
会
社
が
他
の
会
社
の
総
株
主

等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
会
社

ハ

代
表
者
等
及
び
こ
れ
と
イ
又
は
ロ
の
関
係
が
あ
る
会
社
が
他
の
会
社
の

総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
他
の
会
社


